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中部運転免許センターＰＦＩ事業に係る民間事業者の選定について 

 
 静岡県（以下「県」といいます。）は、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に

関する法律」（平成１１年法律第１１７号。以下「ＰＦＩ法」といいます。）第７条第１項の規定

により、中部運転免許センターＰＦＩ事業（以下「本事業」といいます。）を実施する民間事業者

を選定しましたので、ＰＦＩ法第８条の規定により、民間事業者の選定に関する客観的な評価の

結果を公表します。 
 
平成 17 年 11 月 22 日 

静岡県知事 石川 嘉延 
 
１ 事業の概要 

(1) 事業名称 

中部運転免許センターＰＦＩ事業 
 

(2) 事業に供される公共施設等の名称 

静岡県警察中部運転免許センター 
 

(3) 公共施設等の管理者の名称 

静岡県知事 石川 嘉延 
 

(4) 事業目的 

県は、東部・中部・西部の各地区に運転免許行政の拠点施設として運転免許センターを設

置しています。 
これら３つの運転免許センターのうち、東部運転免許センター及び西部運転免許センター

は、平成５年以後の比較的近年に新設整備されたため、時代に即した近代的な運転免許セン

ターとして運営されていますが、中部運転免許センターは、開設後 30年以上が経過し、施設

の老朽化が著しくかつ運転免許センターとしての施設規模が不十分となっています。 

また、中部地区では、東部・西部地区と異なり、平日における運転免許センターでの運転

免許証の更新業務が実施できないほか、行政処分関係業務については静岡市内３施設で分散

して行われており、意見聴取並びに処分執行の場所と講習会場が異なるため、１日余分に必

要になるなどの問題を抱えており、このため中部地区は、東部・西部地区と比較し運転免許

業務における県民サービスに格差が生じています。 

このことから、県民サービスの地域格差を早期に是正し、運転免許業務の効率性を高め、

県における運転免許行政のメインセンターとしての役割を担う施設として現在地に再整備す

ることを本事業の目的としています。 
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(5) 施設の立地条件 

ア 建設する施設 
建設計画地 静岡市葵区与一六丁目２番４及び２番６の一部（地目：宅地） 
敷地面積 ２番４   ４５，１３７．86 ㎡（実測） 

２番６    ６，３９３．41 ㎡（公有財産台帳上） 
合 計   ５１，５３１．27 ㎡ 

前面道路 幅員約７ｍ（市道与一右衛門新田運転免許試験場線） 
区域 市街化区域 
用途地域 第二種住居地域 
防火指定 指定なし（建築基準法第２２条指定区域内） 
その他の地域・地区 指定なし 
形態規制 ・建ぺい率： ６０ ％ 

・容積率 ：２００ ％ 
 

イ 解体する施設 
施設名 所在地 敷地面積 

中部運転免許センター 
(既設) 静岡市葵区与一六丁目２番４ ４５，１３７．86 ㎡ 

旧静岡県立厚生保育専門

学校 
静岡市葵区与一六丁目２番６の

一部 ６，３９３．41 ㎡ 

 

(6) 事業範囲 

ア 施設の設計業務及び建設業務 
・ 施設整備に係る設計業務（基本設計及び実施設計）及びその関連業務 

・ 施設整備に係る建設業務及びその関連業務 

・ 建設業務及びその関連業務に伴う各種申請等の業務 

・ 工事監理業務 

・ 近隣対応・対策 

・ 電波障害調査・対策  など 

イ 施設の所有権移転業務 
ウ 施設の維持管理業務 

・ 建物維持管理業務 

・ 設備維持管理業務 

・ 植栽外構等維持管理業務 

・ 環境衛生管理・清掃業務  など 

エ 運営業務 
・ 総合案内業務 

・ 食堂及び売店の運営業務 

・ 自動販売機による飲食物及び物品の販売業務 

・ 各種証明用無人写真撮影機の設置業務 
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オ 既存施設の解体業務 
・ 既存施設（中部免許センター、旧静岡県立厚生保育専門学校）の解体処分 

 
(7) 事業の方式 

事業者が施設の設計業務、建設業務を行った後、県に所有権を移転し、事業期間中、維持

管理業務等を行う方式（ＢＴＯ（Build, Transfer, Operate）方式）とします。 
 

(8) 事業期間 

本事業の事業期間は、事業契約締結日から平成 41 年 8 月 31 日までの約 23 年 5 か月間を

予定しています。 
 

(9) 事業のスケジュール（予定） 

基本協定の締結             平成 17 年 12 月 
仮契約の締結                   平成 18 年１月 
事業契約の締結（本契約）           平成 18 年３月 
施設の設計及び旧静岡県立厚生保育専門学校校舎解体 平成 18 年４月～平成 19 年４月 
コース工事及び外構工事          平成 19 年３月～平成 21 年 3 月 
新庁舎建設                平成 19 年 9 月～平成 20 年 8 月 
施設の引渡し及び所有権移転          平成 20 年 8 月 31 日 
新庁舎での業務開始準備          平成 20 年 9 月～平成 20 年 11 月 
新庁舎での業務開始            平成 20 年 12 月 
旧庁舎等の解体               平成 20 年 12 月～平成 21 年 2 月 
維持管理等                   平成 20 年 9 月～平成 41 年 8 月(21 年間) 

 
２ 審査の方式 

本事業は、事業者に効率的・効果的かつ安定的・継続的なサービスの提供を求めるものであ

り、事業者の幅広い能力・ノウハウを総合的に評価して選定する必要があります。したがって、

事業者の選定に当たっては、総合評価一般競争入札により、県の負担額に加え、設計業務、新

設施設の建設業務、既存施設の解体等業務、新設施設の維持管理業務及び運営業務の計画及び

資金調達計画等の提案内容を総合的に評価して落札者を決定しました。 

落札者は、技術、法務、金融などの専門家、学識経験者及び県職員で構成される「静岡県Ｐ

ＦＩ事業者選定審査会」（以下「審査会」といいます。）における評価を受けて、県が決定しま

した。 
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２－１ 審査の流れ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第一次審査書類受付

要件を満たしているか 入札参加資格審査

失格

得点化による評価 内容審査Ⅰ

失格

第一次審査結果通知

第二次審査書類受付

入札書開札・入札金額確認

失格

要求水準が満たされているか
第一次審査時と重大な不整合がないか

基礎審査

失格

得点化による評価 内容審査Ⅱ

内容評価と価格評価を合計 総合評価

優秀提案者の選考

落札者の決定

【第一次審査】

資格要件不備

基準点未満

【第二次審査】

予定価格を超える場合

要求水準を満たさない場合

第一次審査内容と重大な
不整合がある場合
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２－２ 第一次審査 

応募者が、本事業を行う上で必要となる資格を有していることを確認するとともに、運転免

許センターに関する基本的な知識を備え、本事業に対する考え方が、県の事業目的や方針と適

合し、かつ、その達成が期待できるか否かについて確認しました。 
また、応募者の負担軽減を図る目的などから、「資格審査」に加え「内容審査Ⅰ」を行うこと

とし、いずれの審査の要件をも満たした場合に、第二次審査への応募を認めるものとしました。 
第一次審査では、平成 17 年６月 15 日までに５グループの応募がありました。 

 
＜第一次審査に応募があったグループ＞（50 音順） 

グ
ル
ー
プ
名 

大林組 
グループ 

静岡ファシリ 
ティーズ 

トーエネック 
グループ 

戸田建設 
グループ 

ＰＦＣ 
グループ 

代
表
企
業 

㈱大林組 
静岡営業所 鈴与建設㈱ ㈱トーエネック 

静岡支店 戸田建設㈱ ㈱ＰＦＣ 

 
(1) 資格審査 

県は、資格審査書類に基づき、入札参加資格要件を確認した結果、全グループについて入

札参加資格要件を満たしていることを審査会に報告し、審査会において県の確認結果が認め

られました。 

 
(2) 内容審査Ⅰ 

本事業内容についての理解度及び基本的な考え方等を確認するため、提出された提案書に

基づき審査を行いました。 
審査会における審査結果を受け、県は、ＰＦＣグループを失格、残る４グループを合格と

決定し、応募グループの代表企業に対して、書面により平成 17 年７月 15 日に第一次審査結

果の通知を行いました。 

なお、審査の講評は、別添「中部運転免許センターＰＦＩ事業 審査講評」のとおりです。 

 
２－３ 第二次審査 

平成 17 年９月 22 日に、第一次審査に合格した４グループすべてから第二次審査書類の提出

がありました。 

県は、入札書類に基づき、４グループすべてについて、入札書に記載された入札金額が県の

設定した予定価格（6,742,000 千円）を超えていないこと、及び提案書等に記載された内容が

要求水準書等に示す要件を満たしていることを審査会に報告し、審査会において県の確認結果
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が認められました。 

審査会において、４グループの総合審査を行い、優秀提案者が選考されました。なお、審査

の講評は、別添「中部運転免許センターＰＦＩ事業 審査講評」のとおりです。 

県は、審査会による優秀提案者選考結果の報告を受け、大林組グループ（代表企業：㈱大林

組静岡営業所）を落札者として決定しました。 

 
３ 財政負担の削減効果 

優秀提案者の提案金額を基に、県が自ら実施する場合の財政負担額とＰＦＩ方式により実施

する場合の財政負担額を現在価値換算額で比較した結果は次のとおりです。 
 

項目 金額（現在価値） 
県が自ら実施する場合の財政負担額  ５，２７４百万円 
ＰＦＩ方式により実施する場合の県の財政負担額  ３，９０９百万円 
財政負担削減額  １，３６５百万円 

 
  この結果、県が自ら事業を実施する場合に比べ、ＰＦＩ方式により実施する場合は、事業期間

中の財政負担額が約１，３６５百万円削減（削減率 25.9％）されることとなります。また、リス

ク調整額約１７７百万円を加算すると、合計の財政負担の削減額は約１，５４２百万円（削減率

28.3％）となります。 
 
※「県が自ら実施する場合の財政負担額」は、平成１７年２月２８日に公表した特定事業の選定

における金額です。 
※「県が自ら実施する場合の財政負担額」および「ＰＦＩ方式により実施する場合の県の財政負

担額」を算定するにあたっては、税収入等の控除や現在価値換算等の調整を行なっているため、

予定価格や落札金額とは一致しません。 
 
４ 落札者（大林組グループ）の提案概要 

(1) 施設計画の概要 

施設の名称 構造・階数 建築面積 延床面積 

本庁舎 ＳＲＣ造 地上３階建て 3,700 ㎡ 8,205 ㎡ 

発着場・採点塔 Ｓ造   地上２階建て 505 ㎡ 615 ㎡ 

車庫棟 Ｓ造   地上１階建て 1,243 ㎡ 1,243 ㎡ 

自転車置き場 Ｓ造   地上１階建て 48 ㎡ 48 ㎡ 

原付講習ｺｰｽ － － 1,830 ㎡ 

交通安全広場 － － 1,500 ㎡ 

駐車場 平面式 ４１１台 － 9,730 ㎡ 

 
(2) 配置図及び外観透視図 

別紙参照 


